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１．はじめに

　本稿は、特許審決取消判決の拘束力について、取
消判決一般の拘束力（行政事件訴訟法33条１項。以
下「行訴法」という）に関する学説を概観した上で、
裁判例の分析を行うものである。ちなみに、筆者は
以前に、本紙において、特許審決取消訴訟を含む

特許抗告訴訟の訴訟物に関する分析を通じ、取消訴
訟の訴訟物に関する通説的見解である違法性一般説

（取消訴訟の訴訟物を処分の違法性一般と解する見
解）について再検討する必要性を指摘したことがあ
る１。本稿においては、上記の問題意識を前提として、
特許審決取消訴訟の審理の対象に関する裁判例及び
特許審決取消判決の拘束力に関する裁判例について
整理・分析することとしたい２。
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２．取消判決の拘束力

　処分または裁決（以下、まとめて「処分等」とい
う）を取り消す判決は、その事件について、当該処
分等をした行政庁その他関係行政庁を拘束する（行
訴訟33条）。特許審決取消訴訟において審決取消し
の判決が確定した場合、審判官は、あらためて当該
審判事件について審決を行う必要があるが（特許法
181条２項）、特許審決取消訴訟についても行政事件
訴訟法が適用されることから３、取消判決の拘束力
により、審判官は、再度の審決に際し、判決の趣旨
に沿った審決を行うことが義務付けられる。
　この拘束力は、判決の主文だけでなく理由中の判
断についても生じ、審判官は、判決主文が導き出さ
れるのに必要な事実認定及び法律判断に抵触する認
定判断をすることは許されない（最判平成４年４月
28日（次号４（１）①）参照。以下、同判決を「平
成４年最判」という）。いかなる認定判断が平成４年
最判のいう「判決主文が導き出されるのに必要な事
実認定及び法律判断」に該当するかについては争い
があり、主張事実を認定する過程における間接事実
の認定判断にも拘束力が生じるとする見解も主張さ
れているが４、間接事実についての認定判断には拘
束力は生じないと解するのが判例・通説である５。
　以下、特許審決取消判決の拘束力について検討す
る前提として、取消判決の拘束力の法的性質や内容
に関する行政法学上の議論について概観する。

（１） 拘束力の法的性質

取消判決の拘束力の法的性質については、これ
を判決の既判力（民事訴訟法114条参照）によって
説明する見解と、取消判決に与えられた特別な効
力であるとする見解に分かれている６。

拘束力を判決の既判力によって説明する見解は、
取消判決の拘束力の本質は既判力にほかならない
と理解した上で、判決の既判力は当事者にしか及
ばないのが原則であるところ（民事訴訟法115条
参照）、行政事件訴訟法33条は、既判力が及ぶ範
囲を第三者である関係行政庁にまで拡張した点に
意味がある、と説明する７。これに対し、拘束力
を取消訴訟に与えられた特別な効力であるとする

見解は、取消判決の拘束力を判決の既判力とは異
なる効力と理解した上で、取消判決の実効性を確
保するために行政事件訴訟法33条によって創設的
に付与されたものと位置づける８。

拘束力の法的性質を判決の既判力によって説明
する見解に対しては、①あらためて行われる処分
等は、判決によって取り消された処分等とは異な
るものである以上、判決の既判力が及ぶとするの
は適当ではないこと、②拘束力が判決の既判力を
第三者に拡張したものにすぎないとすると、拘束
力が理由中の判断にも生じうることが直ちには説
明できないこと、③既判力は、本来、後訴におい
て裁判所及び当事者を拘束する訴訟上の効力にと
どまり、後訴が提起される前の段階で関係行政庁
を含む行政庁に対し具体的な義務を課す根拠とし
ては難があることから、現在では、取消判決の拘
束力を行政事件訴訟法33条によって付与された特
別な効力であるとする見解（特殊効力説）が通説
である９。

なお、特殊効力説を採ったとしても、判決の既
判力により、当該取消訴訟の当事者は、後訴にお
いて前訴判決の主文で示された判断に反する主張
をすることができず、後訴裁判所も、かかる判断
に抵触する判決をすることができないことは当然
である。

（２） 拘束力の内容

拘束力を行政事件訴訟法33条によって付与され
た特別な効力であるとする見解（特殊効力説）の
立場を前提とすると、その内容については、同条
の文言及び趣旨から導くほかない。この点につき、
特殊効力説を採る論者の多くは、取消判決の実効
性を確保する趣旨から、行政庁は、取消判決の拘
束力により、判決の趣旨に従って行動すべき実体
法上の義務を負うと解してきた10。

これに対し、裁判所の判決によって行政庁に実
体法上の行為義務が生じるとする根拠が明らかで
ないとして、取消判決の拘束力は、手続法上の拘
束力にすぎず、行政庁は、その事件について、判
決理由中で示された事実認定や法律判断と抵触す
る認定判断をすることができなくなるにとどまる、
とする見解も主張されている11。


